
 

■ＣＶＭによる分析 

 

（１） 調査の設定 

 

①調査対象項目の考え方 

・ 環境不動産の経済価値に対するユーザーの価値観を測定するために、CVM(Contingent 

Valuation Method：仮想市場法）を用いた分析を行う。ここでは、特にヘドニックアプローチによる

分析で説明変数とすることができなかったもの（生物多様性や景観の向上等）を対象とした。 
 
②調査対象者の設定 

・ 特にこれまで検討が少ない、住宅購入予定者（住宅に関する設問）やオフィスワーカー（オフィス

に関する設問）とした。 
 
③調査対象項目の設定 

・ ①、②に鑑み、有識者の意見も取り入れつつ、以下に掲げる５項目を調査対象項目として設定し

た。 

【住宅】（調査対象者は住宅購入予定者） 

１） 住まいにおける CO2 削減に係る支払意思額 

２） 住宅地における身近な自然の確保による生物多様性の向上に係る支払意思額 

３） 住まいの環境性能認証制度に係る支払意思額 

４） 住まいの景観の保全・向上に係る支払意思額 

【オフィス】（調査対象者はオフィスワーカー) 

５） オフィスビルにおける環境負荷の低減に係る支払意思額 

６） オフィスビルの環境性能認証制度に係る支払意思額 

 

④アンケート方式の設定 

・ アンケート方式としては、郵送調査法、面接調査法、インターネット調査法が考えられるが、今回は

以下の視点により、インターネット調査法を用いた。 

・ 実際に住宅購入予定があることや、オフィスワーカーであること等、調査対象の属性を選別しやす

い。 

 

 

 

 



 

（２） 推定結果 （総括） 

（２）－１ 住宅 

環境項目 支払意思額の対象とする環境項目 支払意思額の計測結果

住
宅 

１．住まいにおける CO2 削減 Ａ: 世帯あたり CO2 排出量を 1990 年の世

帯あたり CO2 排出量に比べて 25％削

減できる新築マンションに対する追加

の支払意思額(比較対象のマンション

と比較して、光熱費が 20 年間で 120

万円削減できることとしている) 

Ｂ:  (比較対象)2007 年度の世帯あたり

CO2 排出量と同程度の CO2 を排出す

る新築分譲マンション 

全回答者の支払意思

額の平均を最も低く

みた場合であっても、

約 195 万円の支払意

思額(光熱費の軽減

分を控除すると、ＣＯ２

削減に対する支払意

思額は約 75 万円)を

示している。 

・ 20 年間の居住用を想定。 

・ CO2 削減の取組を行うこと

で、今後 20 年間削減が期

待される光熱費分だけ、あ

らかじめ物件価格に追加し

て物件価格を設定(ローンを

組んだ場合の金利の上乗

せ分は含める)。 

・ 光熱費の変動は考慮しない

と設定。 

２．住宅地における身近な自然

の確保による生物多様性の向

上 

Ａ: 生物多様性の保全にむけ、さまざまな

工夫がなされている新築マンションに

対する追加負担額の割合(％)※ 

Ｂ:  (比較対象)生物多様性の保全のため

の配慮が特になされておらず、近年供

給されている新築マンションと比べて

標準的な水準の新築マンション 

※ 各回答者が実際に購入を想定するマンションの価

格を基準とする。 

全回答者支払意思額

の平均を最も低くみ

た場合であっても、住

宅価格の 9.3%程度の

支払意思額を示して

いる。 

・ 20 年間の居住用を想定。 

３．住まいの環境性能認証制度 Ａ: 一般的なマンションと比較して環境性

能がよく、第三者認証機関により「環境

性能の高い住宅」という認証を受けて

いる新築マンションに対する追加負担

額の割合(％)(今後 10 年間)※ 

Ｂ: (比較対象)上記と同水準の環境性能

であるが、第三者認証機関により「環

境性能が高い住宅」という認証は受け

ていない新築マンション 

※ 各回答者が実際に購入を想定するマンションの価

格を基準とする。 

全回答者の支払意思

額の平均を最も低く

みた場合であっても、

住宅価格に対して

6.7%程度の支払意思

額を示している。 

・ 20 年間の居住用を想定。 

４．住まいの景観の保全・向上 Ａ: 周辺の景観が特によいわけではなく、

また敷地周辺の緑の量が少ないマン

ションであるが、良好な景観を形成す

べき地域として、地域の合意形成がな

され、地域として景観改善に取り組ん

でいくこととなったときの、緑の整備・維

持管理費用としての月々の負担額(今

後 20 年間) 

Ｂ: (比較対象)周辺の景観が特によいわ

けではなく、また敷地周辺の緑の量が

少ないまま、景観改善もなされないマ

ンション 

全回答者の支払意思

額の平均を最も低く

みた場合であっても、

月々約 4,400 円程度

の支払意思額を示し

ている。 

・ 20 年間の居住用に住宅を

購入済み。 

・ 管理組合費への追加額と

して徴収。 



 

（２）－２ オフィス 

環境項目 支払意思額の対象とする環境項目 支払意思額の計測結果

オ
フ
ィ
ス 

５．オフィスビルにおける環境負
荷の低減 
(10年間の入居を想定。継続的に
負担。比較対象ビルは、月々の
負担ゼロ。支払いにあたっては、
給与から天引き。) 

(勤務先のオフィスが移転する際、従業員
が移転先のオフィスを二つの選択肢から
選べると想定。) 

Ａ: 標準的なオフィスビルと比較して、環
境負荷の低減に関する性能が高い
(CO2 排出量が 1990 年と比較して 25%
削減できる)ビルに対する従業員個人
の月々の負担額(今後 10 年間) 

Ｂ: (比較対象)環境負荷の低減に関する
性能が標準的なオフィスビル(CO2 排
出量が、標準的なオフィスビルの排出
量と同水準) 

全回答者の支払意思
額の平均を最も低く
みた場合であっても、
月々約 2,100 円程度
の支払意思額を示し
ている。 

６．オフィスビルの環境性能認証
制度 
(10年間の入居を想定。継続的に
負担。比較対象ビルは、月々の
負担ゼロ。支払いにあたっては、
給与から天引き。) 

(勤務先のオフィスが移転する際、従業員
が移転先のオフィスを二つの選択肢から
選べると想定) 

Ａ: 標準的なオフィスビルと比較して環境
性能が高く、第三者機関による環境性
能認証を受けているオフィスビルに対
する従業員個人の月々の負担額(今後
10 年間) 

Ｂ: (比較対象)標準的なオフィスビルと比
較して環境性能が高い(上述と同水準)
が、第三者機関による環境性能認証を
受けていないオフィスビル 

全回答者の支払意思
額の平均を最も低く
みた場合であっても、
月々約 1,900 円程度
の支払意思額を示し
ている。 

 

 


